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改正条項の概要 
 

１．フロン類の回収が必要な場合の拡大 
 

○ 業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、機器中の部品等のリサイクルを
目的としてリサイクル業者等に譲渡する場合についても、フロン類回収業者

へフロン類の引渡しを義務化する。（第2条第5項、第19条） 
 

２．業務用冷凍空調機器を整備する際の対策の強化 
 
○ 業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、整備する場合についても、フロ
ン類の排出抑制のための必要な措置を講ずることを、事業者及び国民の責務

とする。（第4条、第6条） 

○ 業務用冷凍空調機器の整備を行う者は、フロン類の回収作業を都道府県知事
に登録されたフロン類回収業者に委託しなければならないこととし、フロン

類回収業者は、回収基準に従ってフロン類を回収しなければならないことと

する。（第18条の2） 
 
３．解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明 

○ 建物解体工事の元請業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機
器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事発注者に説明しな

ければならないものとし、工事発注者はその確認作業に協力しなければなら

ないものとする。（第19条の2） 
                 
４．フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度（フロン類引渡行程管理

制度）の創設 

○ 業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者は、フロン類の引渡しを他の
者に委託する場合には、その業務を受託する者に、委託確認書を交付しなけ

ればならず、その受託者は、委託確認書をフロン類回収業者に渡さなければ

ならないこととする。（第19条の3） 

○ フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったときは、業務用冷凍空調機器の
廃棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務を受託した者に対し、引取証

明書を交付することとする。（第20条の2） 
 
５．担保措置の強化等  

○ 都道府県知事は、フロン類の回収業者に加えて、業務用冷凍空調機器の廃棄等
を行おうとする者など他の義務対象者に対しても、その義務の履行を担保す

るため、新たに、指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができるこ

ととする。（第23条、第24条、第43条、第44条及び第45条） 
 
６．施行期日等 

○ 施行期日は、平成 19年 10月 1日とする。（附則第 1条） 
 


